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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）  

（昭和三十一年六月三十日）  

（法律第百六十二号）  

 

（大綱の策定等）  

第一条の三  地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基

本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、

学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」とい

う。）を定めるものとする。  

２  地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、次条第一項の総合教育会議において協議するものとする。  

３  地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。  

４  第一項の規定は、地方公共団体の長に対し、第二十一条に規定する事務

を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。  

（平二六法七六・追加）  

 

（総合教育会議）  

第一条の四  地方公共団体の長は、大綱の策定に関する協議及び次に掲げる

事項についての協議並びにこれらに関する次項各号に掲げる構成員の事務

の調整を行うため、総合教育会議を設けるものとする。  

一  教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学

術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策  

二  児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生

ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置  

２  総合教育会議は、次に掲げる者をもつて構成する。  

一  地方公共団体の長  

二  教育委員会  

３  総合教育会議は、地方公共団体の長が招集する。  

４  教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思



  参考１ 

2/2 

料するときは、地方公共団体の長に対し、協議すべき具体的事項を示して、

総合教育会議の招集を求めることができる。  

５  総合教育会議は、第一項の協議を行うに当たつて必要があると認めると

きは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して

意見を聴くことができる。  

６  総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要がある

と認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその

他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。  

７  地方公共団体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議

の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表するよう努めな

ければならない。  

８  総合教育会議においてその構成員の事務の調整が行われた事項について

は、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。  

９  前各項に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、

総合教育会議が定める。  

（平二六法七六・追加）  
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○審議会等の会議の公開に関する指針  

平成１３年１１月１日  

告示第２６８号  

１  目的  

この指針は、審議会等の会議を公開することにより、その審議の状況を

市民に明らかにし、審議会等の運営の透明性、公正性を確保するとともに、

市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって開かれた市政の推進に寄与

することを目的とする。  

２  定義  

この指針において「審議会等」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき設置された附属機関及び規則、

要綱等に基づき設置された審議会、委員会、協議会等をいう。  

３  会議の公開  

審議会等の会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとする。  

（１）  当該会議において上尾市情報公開条例（平成１１年上尾市条例第

３０号）第７条第１号から第７号までの規定に該当する情報（６におい

て「非公開情報」という。）に関し審議する場合  

（２）  当該会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻

害され、会議の目的が達成されないと認められる場合  

４  公開又は非公開の決定  

審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、審議会等の長が当該審議会

等に諮って行うものとする。  

５  会議開催の事前公表  

審議会等は、会議を開催するに当たっては、当該会議を開催する日の１

週間前までに次の事項を記載した会議開催のお知らせを情報公開コーナー、

支所及び出張所において公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催

する必要が生じたときは、この限りでない。  

（１）  会議名  

（２）  開催日時  

（３）  開催場所  
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（４）  会議の議題  

（５）  公開・非公開の別  

（６）  傍聴の定員（会議を公開する場合）  

（７）  傍聴の手続（会議を公開する場合）  

（８）  非公開の理由（会議を非公開とする場合）  

（９）  問い合わせ先  

６  公開の方法等  

（１）  審議会等の会議の公開は、会場に傍聴席を設け、希望する者に傍

聴を認めることにより行うものとする。  

（２）  審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑

に行われるよう傍聴に係る遵守事項を定め、会議開催中における会場の

秩序維持に努めるものとする。  

（３）  審議会等は、傍聴者に対し会議資料（非公開情報が記載されてい

るものを除く。）の配布又は閲覧に努めるものとする。  

７  会議録の作成  

審議会等は、上尾市会議録作成要領（平成１２年３月２８日市長決裁）

により会議録を作成するものとする。  

８  会議録及び会議資料の公開  

審議会等が公開した会議の会議録及び会議資料は、情報公開コーナーに

備え付け、一般の閲覧に供するものとする。  

９  運用状況の公表について  

市長は、審議会等の会議の公開の運用状況について、年１回公表するも

のとする。  

附  則  

この指針は、平成１４年４月１日から施行し、同日以後に公開することを

決定した審議会等の会議から適用する。  
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○上尾市会議録作成要領  

平成１２年３月２８日  

市長決裁  

１  目的  

この要領は、会議録の作成の対象となる会議における会議録の標準的な

作成方法その他必要な事項を定めることを目的とする。  

２  対象となる会議  

会議録の作成の対象となる会議は、次のとおりとする。  

（１）  附属機関の会議  

（２）  次に掲げる事項のいずれかを目的とした会議。ただし、伝達事項

等の軽易な会議及び課等の内部会議並びに市以外の団体が主催する会議

は除く。  

ア  市の施策、業務等の方針についての協議又は意思決定  

イ  市の業務等の遂行に当たっての関係者との調整  

ウ  市の業務の遂行に当たって、問題が発生し、又はそのおそれがある

場合についての解決等の検討若しくは計画立案  

エ  市の業務等についての研究又は提言  

３  会議録の記載事項  

会議録には、原則として次に掲げる事項を記載しておくものとする。  

（１）  会議の名称  

（２）  開催日時  

（３）  開催場所  

（４）  議長（委員長又は会長）の氏名  

（５）  出席者（委員）の氏名  

（６）  欠席者（委員）の氏名  

（７）  事務局職員の氏名及びその職名  

（８）  会議事項、議題及び会議結果  

（９）  会議の経過  

（１０）  会議資料  

（１１）  議長（委員長又は会長）又はあらかじめ定められた者の署名及
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び署名年月日（附属機関の会議の場合に限る。）  

４  会議録の記載方法  

会議録の記載方法は、原則として次のとおりとする。  

（１）  会議録の記載は、特に詳細な記録が必要な場合を除き、要点筆記

とする。  

（２）  会議の経過については、発言内容、決定事項及び確認された事項

が容易に理解できるように簡潔に表現し、作成するものとする。  

（３） 発言者の表記方法は、標準的には、「議長」、「○○委員」、「事

務局」等とする。ただし、所属長の判断で、会議内容等により表記方法

を変更しても差し支えない。  

５  その他  

会議録の作成の対象となる会議であっても、法令等に定めがある場合、

慣例的に定められた書式がある場合等については、この要領の定めを適用

しない。  

６  施行期日  

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。  
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